
理由
   農の風景の継承を図るため、農の学習の拠点および農の景観の拠点として上記のとおり公園を追加する。

新旧対照表

「区域は計画図表示のとおり」

高松農の風景公園

面　　　積位　　　　　置
公　　　　園　　　　名

特殊公園

名　　　　称

面　　　積

体験学習施設

東京都市計画公園の変更（練馬区決定)

練馬区高松一丁目および高松
二丁目各地内

約０．８ｈa

備　　考

東京都市計画公園に第８・２・30号　高松農の風景公園を次のように追加する。

番　　　号

第８・２・30号

種　別

約０．８ｈa

位　　　　　置 摘　　要

高松農の風景公園
練馬区高松一丁目および高松
二丁目各地内

追　　加

「区域は計画図表示のとおり」

種　別
名　　　　称

番　　　号 公　　　　園　　　　名

特殊公園 第８・２・30号


